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【１】現在供用中の一般廃棄物最終処分場「あと10年程度」で満杯

●ゴミ処理施設等調査特別委員会（2017年 1月 20日）の資料より

※「プラ選」とは

リサイクルプラザ及び境港市リサイクルセンターの不燃

残渣から RPF 原料となるプラスチックを回収する施設
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【２】一般廃棄物の処理は市町村の責務

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」より

第二章 一般廃棄物

第一節 一般廃棄物の処理

（一般廃棄物処理計画）

第六条 市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画（以下「一

般廃棄物処理計画」という。）を定めなければならない。

２ 一般廃棄物処理計画には、環境省令で定めるところにより、当該市町村の区域内

の一般廃棄物の処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み

二 一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項

三 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分

四 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項

五 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項

第一節 産業廃棄物の処理

（事業者及び地方公共団体の処理）

第十一条 事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。

２ 市町村は、単独に又は共同して、一般廃棄物とあわせて処理することができる

産業廃棄物その他市町村が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理をそ

の事務として行なうことができる。

３ 都道府県は、産業廃棄物の適正な処理を確保するために都道府県が処理するこ

とが必要であると認める産業廃棄物の処理をその事務として行うことができる。
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【３】環境基本計画に米子市の役割として、新たな（一般廃棄物）最終処分場の確保

を明記

｢米子市環境基本計画 2011-2020」より（p39）
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【４】新たな地に一般廃棄物最終処分場を建設するとした時の想定される費用

「平成 26年 1月 15日 正副管理者会議協議会」議事録より

平成 26年 1月 15日

「エコスラグセンター及び最終処分場のあり方についての検討結果報告書」より
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【５】 産廃処分場計画地は、一般廃棄物最終処分場計画における「Ⅲ期計画」部分

と重なる

米子市市有地、産廃処分場計画地、一般廃棄物最終処分場Ⅲ期計画

（環境プラント(株)作成パンレレット「暮らしと自然の融合」より）

［Ⅲ期計画予定地］

と明記

（市当局、環境管理事業センターの資料を元に、土光均議員が作成）
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【６】旧淀江町は町有地（現米子市有地）を「一般不燃物及び土砂」を用いて埋め

立てることに同意していた

覚書（旧淀江町と土地改良区）
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【７】市有地を目的外（一般廃棄物最終処分場用地以外）の使用禁止の約束

開発協定書（旧淀江町と環境プラント(株)）
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【８】一般廃棄物最終処分場全体計画（ⅠⅡⅢ期計画）に関して、地元の確認もなさ

れていた



- 9 -

【９】Ⅲ期計画は、旧淀江町と環境プラントの間では実施することを前提で進められ

ていた

＜平成 9年 8月 28日 環境プラント(株)から旧淀江町への文書（抜粋）＞
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【１０】旧淀江町は、「町内地域に産廃処分場の適地はない」と公式回答していた

＜環境管理事業センターからの問合せ＞
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＜旧淀江町の回答＞


